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公正取引委員会は，我が国市場における公正な競争を確保・促進する等の競争政策の観
点から，景品規制の見直し・明確化を図ることとしている。景品規制をめぐる基本的な考
え方，見直しの内容等について専門的見地から研究することを目的として，昨年５月以降
開催してきた「景品規制の見直し・明確化に関する研究会」（座長鶴田俊正専修大学
教授）は，本日，公正取引委員会に次のとおり検討結果を報告した。

１．研究会の検討結果（骨子）
（１）景品規制が導入されて以降の経済社会情勢の変化から，景品による顧客誘引の程度も
変化してきており，公正な競争を阻害するおそれがあるような場合は一般的にはかなり
少なくなっていることから，現行の景品規制は大幅な見直しをする必要がある。

(2)ア具体的には，
①一般消費者向け総付景品については，商品本体の価額との関連において比率によ
り規制するとの考え方からみて，上限金額の５万円を撤廃する。また，実質的な値
引き等とみられるものは規制の対象とならない旨を更に明確化する。

②懸賞による景品については，上限金額を引き上げる。
③事業者景品については，一般的な規制を設けておくことの必要性は乏しいと考え
られるので，これを廃止する。

④百貨店特殊指定第８項については，現時点で必要ないと考えられるので廃止する。
⑤オープン懸賞については，商品選択との関連が稀薄になってきており，規制を設
けておく必要性は薄いと考えられるが，当面，上限金額を大幅に引き上げ，その後
の状況をみていく。

イ個別業種の景品規制についても，上記の方向に即して，見直しをしていく必要があ
る。

（３）一定期間経過後，再度，見直すことが必要である。

Ｉ

２．公正取引委員会の対応
公正取引委員会は，今後，上記研究会の検討結果を踏まえ，その方向で，景品規制を見

直す考えである。このため，一般ルールに係る告示及び運用基準について，広く関係者の
意見を求めるとともに，公聴会を開催するなど所要の手続を経て，平成７年度中に改定を
図る。
また，個別業種に係る告示及び公正競争規約についても，一般ルールの改定に引き続い

てその改定内容に即し，できるだけ速やかに見直しを図ることとする。

問い合わせ先公正取引委員会事務局取引部景品表示指導課
電話03-3581-3375,3376(直通）
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日本の経済をめぐって，一般消費者の利益を確保するとともに，国際的に開かれた市場
の下で国民経済の健全な発展を図るため，公正かつ自由な競争を促進していくことが，重
要な課題となっている。
「景品規制の見直し・明確化に関する研究会」は，市場における公正な競争の確保・促

進を図っていく等の競争政策の観点から公正取引委員会において行われる景品規制の見直
し・明確化に資するため，現下の経済社会情勢を踏まえ，景品規制をめぐる基本的な考え
方，見直しの内容等について専門的見地から研究を行った。
本研究会は，平成６年５月以降，１１回の研究会を開催し，この問題に関して討議を行
ってきたが，この度，その検討を終えたので検討結果を次のとおり報告する。

ノ
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はじめに

事業者の顧客誘引手段としての景品提供行為については，景品表示法（一部は独占禁止
法）に基づき，提供の態様別に具体的限度額を設けるという方法により規制が行われてい
る。
こうした景品規制については，基本的には長期間変更がなされておらず，その間に経済

社会情勢は大きく変化したと考えられるため，現時点において，現行の規制やその限度額
が妥当かどうかについて検討を行った。その結果，現行の規制に関して，必要性がなくな
っているものは廃止するなどの抜本的な見直しを実施し，規制を行うものについても上限
金額を引き上げるなどの措置を講じていく必要があるとの結論に至った。
以下，まず，現行の景品規制の沿革を概観し，景品規制が実際にどのように展開してき

たのか，また，その考え方はどのようなものであるのかをみる。次いで，経済の発展や市
場の広がりに伴って，消費者の選択・価値感，企業の競争活動，流通の構造等の多様化や
政府の役割の変化がみられ，景品提供をめぐる経済社会情勢が変化してきている状況を述
べる。そして，景品規制の在るべき姿についての議論の整理を行い，景品規制の見直しの
方向性を示す。

Ｉ

1．景品規制の沿革
現行の景品規制の沿革をみると，次のとおり，具体的に問題があるとみられる業種や

行為の態様ごとに，一定のルールを示す必要があるという考え方に立って，限度額が設
定されてきたものである。また，その基本的な考え方は，景品提供が過大になると，取
引対象の本体である商品・役務について良質廉価な供給を行う姿勢が損なわれるなど，
公正な競争を阻害するおそれがあるというものである。

(1)景品表示法が制定されるまで
ア不当な景品の提供行為については，まず，昭和20年代後半において，特に問題が
あると認められた業種に関して，独占禁止法に基づき，不公正な競争（取引）方法
を指定するという方法により規制が行われた（しょう油，みそ，ゴム履物等）。こ
れらの業種ではメーカーの大部分が中小事業者で占められており，販売拡大の方策
として，１社が景品付販売を行うと他社がこれに対抗するというように，景品付販
売が業界全体に急速に波及していった。それらは，主として販売業者を対象に，メ
ーカーが旅行に招待したり，物品を提供するというものであるが，その頻度や景品
の額が次第に高くなり，メーカーの景品の経費負担が増大していって，商品の品質
低下や経営基盤が危うくなるなどの問題が生じるおそれのある状況がみられた。こ
のため，これらの業種においては，特殊指定によって，販売業者及び消費者に対し
て購買を条件に景品を提供する行為が規制された。

、
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イ昭和29年には，百貨店業者による景品付販売が原則的に禁止されることになった。
当時，小売業は中小小売業者と百貨店しかみられないという状況であったが，百貨
店が景品付販売で顧客を獲得することは，集客力に大きな差のある中小小売業者を
圧迫して格差をさらに広げるおそれがある等の問題から，特殊指定によって規制さ
れた。

ウ昭和30年には，新聞社が購読申込者を対象として１等現金100万円等が当たる抽
せん券を交付するという行為に対して，独占禁止法の不公正な取引方法である不当
顧客誘引行為に該当するとして，緊急停止命令が出された。
東京高等裁判所の緊急停止命令において，本件行為については，「その景品の価

額と数とをもってすれば，著しく一般の射倖心をそそり，読者に訴える影響力は決
して軽少なものではなく，…他紙購読者がその購読をやめて行為者の購読者となり
つつあり，競争者は打撃を受け，これに対抗するためさらに有力な方策に出ないと
は保証し難く，正常な商慣習は崩壊し，公正な競争秩序は破滅に頻すること」は明
らかであるとされた。

ノ

(2 )景品表示法の制定
昭和30年代に入ったころから，日本経済は，大量生産，大量販売の時代へ移行して

いったが，その過程で，景品付販売，特にくじの方法を用いた懸賞付販売が各業界で
盛んになり，賞金や賞品が高額のものとなっていった。昭和36年に至っては，例えば，
商店街の年末大売出しで１万円札のつかみ取り，インスタントラーメンで100万円，
家庭電気器具で800万円の住宅,50円のチューイングガムで1000万円というように高
額の景品が提供されるようになった。
このような販売方法に対して，いたずらに射倖心を助長して販売を拡大しようとす

ることは問題があるなどという批判が消費者や学識経験者をはじめ広く社会的に高ま
ったこと，また，これらの行為を迅速・効果的に規制する必要があったことから，当
時，別途販売競争の激化に伴って生じてきた不当表示問題の規制と合わせて，不当な
景品提供を規制するため，独占禁止法の手続に関する特別法として，昭和37年に景品
表示法が制定された。これにより，景品による顧客誘引行為について，同法に基づく
告示により提供態様別に不当景品であるとされる金額制限が定められ，かつ，簡易な
手続による迅速な排除措置が採られることとなった。

ノ

(3)懸賞による景品提供の制限（懸賞制限告示）
景品表示法の施行に伴い，当時盛んに行われていた不当な懸賞付販売を規制するた

め，昭和37年に懸賞制限告示が制定された。この告示により，取引の相手方に対し，
くじの方法により提供される景品の額が一定の限度に制限された。
その後，クイズ，キャッチフレーズ等を用いて購入者からの応募により抽選で高額

の景品を提供する販売方法が拡大したことから，昭和40年に，正誤・優劣による方法
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により景品を提供するいわゆる優等懸賞を規制対象に加えるため，告示改正が行われ
た。
さらにその後，懸賞の形態で，形式的には商品購入を直接の条件とはしないが，事

実上，購入しないと応募しにくかったり，購入したほうが有利となる方法が盛んに行
われるようになったため，昭和44年に，購入を条件とするものだけではなく，このよ
うな取引に附随する場合を規制対象に含めるという告示改正が行われた。
なお，昭和52年に，実質的な内容に変化はないが，規定の明確化を図るため，告示

の全部改正が行われた。

(4)販売業者に対する景品提供の制限（事業者景品告示）
昭和40年代に入ると，メーカーが卸売業者や小売業者に対し，販路の拡張や維持を

図るため，海外旅行招待等の景品を提供することが急速に拡大した。生産性の向上に
もかかわらず消費財の価格が下がらないという物価問題が政策課題になっていたとこ
ろ，販売業者に対する過大な景品提供は，販売コストを増大させ，生産の合理化等の
利益が商品の価格の引下げという形で消費者に還元されることを阻害するという批判
が強くなされるようになった。こうした状況の下で，流通段階における公正な競争を
促進し，消費者利益を確保する観点から，昭和42年に，販売業者向けの景品提供を規
制する告示が制定された。

(5)広告においてくじの方法等による利益提供の制限（オープン懸賞告示）
上記(3)に述べたように，懸賞付販売に対する規制が強化されたことにより，景品

表示法による規制の対象とならない形で，広告においてくじの方法等により経済上の
利益を提供する懸賞広告が行われるようになった。賞金や賞品が次第に高額になり，
軽飛行機や1000万円のマンションを提供するというものも行われるようになった。
このような取引に附随しないで行われるいわゆるオープン懸賞は，景品付販売では

ないが，賞品や賞金が過大であるときは，その広告の持つ特性から，一般消費者の射
倖心を刺激し，当該商品のブランド名などを短期間に覚えさせて，一般消費者の将来
における適正な商品選択を混乱させるとして，昭和46年に，独占禁止法の特殊指定と
して，広告においてくじの方法等により提供される経済上の利益の限度を規制するた
めの告示が制定された。

、

(6)懸賞によらない景品提供の制限（総付景品告示）
消費者に対して懸賞によらないで景品を提供するいわゆる総付景品については，昭

和43年に，ルームクーラーの販売業者がルームクーラー(30万円以上）の購入者に対
しカラーテレビ（16万円相当）等を景品として提供する行為が，正常な商慣習に照ら
して，不当な利益をもって競争者の顧客を自己と取引するように誘引しているものと
して，独占禁止法に違反するとされた。このため，懸賞によらない総付景品について，
景品表示法の告示がないときでも独占禁止法の不当顧客誘引に該当する場合があると
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いうことが一般的に認識された。その後，総付方法による景品提供の増大に伴い，ど
のような場合に違法になるかという基準を明確にしてほしいとの要望が高まり，これ
に応える必要もあって，昭和52年に総付景品を規制する告示が制定された。

(7)個別業種の景品制限告示
個別の業種において，景品提供の波及や拡大といった問題等がみられるものについ

ては，その実態に応じ，業種ごとの景品制限告示が制定されている。

(8) こうした景品規制の基本的考え方は，景品提供が過大になると，取引対象の本体で
ある商品・役務ではなく景品によって商品選択が行われるようになり，事業者が景品
提供に傾注して，良質廉価な商品・役務の供給という面での競争がおろそかになるお
それがあるというものである。過度の景品提供を規制することにより，商品・役務の
価格・品質・有用性といったそれ自身の価値を中心とした競争が促され，事業者のコ
スト削減，製品性能の向上，技術革新等の成果がもたらされることを重視するもので
ある。
なお，それぞれの景品規制が設けられた背景として,例えば，賞金で消費者の射倖

心を利用する販売方法に対する批判，景品提供が流通段階の販売コストを増大させ商
品の価格の引下げを阻害しているといった批判など，その時々の消費者問題や物価間

ノ

題との関連で， 社会的にも強い問題提起がなされたという事情も挙げられる。

ノ
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２．景品提供をめぐる経済社会情勢の変化

(1)景品規制が初めに必要とされた昭和30年前後から現時点までをみると，日本経済の
規模は格段に大きなものとなってきている。所得は増大してきており，商品・役務の
供給が，量の面でも質の面でも豊富になっている。また，経済のグローバル化が進展
し，海外から種々の商品が供給されるようになるなど供給が一層多様化してきている。
したがって，従来と比べて，消費者の選択の範囲が広がるとともに，購買に当たっ

ても消費者は様々な判断をする余裕のある状況になってきている。

(2)まず，経済が拡大し，所得水準が高まっているため，一般消費者は衣食住の需要は
基本的に充足され，金銭価値も変化している。モノ不足で所得も少なかった時代と比
較すると，商品に対する憧れやそれを手にしたときの感銘度は，一般的には薄れてき
ているといえよう。消費者にとって「無料のモノ」（景品）をもらうことについての
満足度も小さくなっているとみられる。
また，消費者の関心は，商品・役務が提供されること自体にとどまらず，購入に当

たっての便利さや精神的な満足にもウェイトが置かれるようになってきており，商品
・役務の選択に当たっては，販売方法も含めた多様な判断が行われるようになるなど
状況の変化がみられる。すなわち，消費者は，価格が高くても，機能が優れているこ
と，品揃えやアフターサービスが充実していることを評価したり，ある程度の品質の
ものであればブランドにこだわらず価格の安さで選ぶなど，様々な購買行動をとるよ
うになってきている。これに対応して，小売の実態としても高級専門化の動きもみら
れるほか，低価格であることに重点を置いた販売が拡大してきている一方で，カタロ
グ販売や深夜営業の店舗など買い手の時間や都合に応じた販売も進展してきており，
消費者は，多様な商品や購入方法の中からそれぞれの状況に応じ，選択をして行動す
るようになってきている。
このことは，従来と比較して，商品や価格に関する情報は増大してきており，また，

海外の商品や販売方法に関する情報に接する機会も増えていることも影響していると
考えられる。

、

、

(3)供給側のメーカーは，成熟度・飽和感のある市場において少しでも消費者のニーズ
をとらえ，売り込みを図るため，きめ細かい商品開発や新規需要分野の開拓を行った
り，一層の合理化により低価格を達成したり，また，それら商品について種々のマー
ケティング手段を工夫しており，企業独自の顧客満足を追求する一方，企業間の競争
を強く意識するようになってきている。

(4)消費者とメーカーとをつなぐ流通過程をみると，流通チャネルも変化し，多様化し
てきている。例えば，一般小売店と百貨店に大別された小売業も，現在は取扱商品の
種類，規模等の点で極めて様々な業態があり，それらが相互に競争するという状況に
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なっているほか，仕入れの共同化などの提携もみられる。これに伴い，卸売業者の果
たす役割など流通の構造が変化してきている。
量販店など販売力のある小売業者は，メーカー主導の商品供給に代わり，大量取引

による仕入価格引下げを進めたり，さらには，いわゆるプライベート・ブランド品の
開発・販売を行う等，商品供給に主体的役割を果たすようになってきている。
このような動きは，消費者の選好を商品供給により一層機敏に反映させるという意

味で，流通段階において競争の圧力が強く表れるようになってきたものといえる。ま
た，これに応じて，メーカーの販売政策や流通支援活動も，取引先流通業者の競争力
を強化するためのものへと変化してきている。

(5)商品供給や流通に係る規制一般についてみても，政府規制の緩和が進展していくな
ど，市場機能を活用し，発揮させていくという意識が高まってきている。その過程で，
政府に期待される役割は，市場が有効に機能するような政策運営を重視することが求
められるなど，取引当事者の自己責任を原則とし，市場を尊重するとの方向で，大き
く変化してきている。
また，政府規制等各種の要因で市場が十分に機能しない状況の下において，価格競

争ではなく，景品提供が過度にわたることがあり得よう。そのようなことも，市場機
能が十分に作用するようになれば，その過程で変化をしていくのではないかと考えら
れる。

ノ

(6)以上のように，経済規模の拡大，消費者の購買態度や価値感の変化，事業者の競争
や販売促進活動の多様化，流通をめぐる構造変化，政府の役割をめぐる変化など経済
社会情勢に関して様々な変化がみられる。
こうした中で，景品提供の機能・効果も変化してきており，また，景品による顧客

誘引の程度も変化してきていると考えられる。
ノ
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３．景品規制に関する考え方

(1)上記のような経済社会情勢の変化を踏まえて，現時点において，景品提供の機能・
効果について再検討をしてみると，景品提供を企業活動の一つの側面としてとらえ，
これまでに比べてより積極的に評価する必要があるのではないかと考えられる。

ア景品を提供することは，企業にとっては自己の供給する商品・役務の開発を行い，
原材料等の仕入れを行い，価格を設定し，販売方法を選択し，顧客獲得のため広告
等を行うという一連の企業活動の中の一つである。企業は，それぞれの費用と効果
とを勘案しながら，消費者の満足が得られるよう，自己にとって最適の組合せを選
択しているものである。このうち，景品の提供は，新しい商品の発売等の場面にお
いて，消費者に対しその存在を知らせたり，関心を持たせたりすることができるの
で，広告や陳列方法の工夫などと同じように情報伝達や需要開拓の効果があり，有
用な働きを持っているといえよう。

イ消費者にとって，企業の販売促進活動が活発に行われること自体は問題ではなく，
購買に当たって，提示された商品・役務の内容や様々な取引条件を考慮し，その中
から，価格の安いものを買うか，景品が付いたものを買うかなどいろいろな判断を
して，自分にとって適切と考えるものを選択する。消費者は，提示された情報が誤
りでない限り，自己の責任に基づき購買行動を通して選択結果を示すわけであり，
需要に適合しないものは消費者から選択されず，結局，市場から駆逐されていくと
考えられる。

ウこのように，経済主体の行動が自由な意思形成と判断に基づいて行われ，市場に
おける競争を通じ，経済全体として望ましい状態がもたらされることとなるのが基
本である。こうした観点からみれば，経済活動については，市場に任せることが原
則であり，景品提供についても基本的には同様と考えられる。景品規制が厳し過ぎ
ると，企業活動を制約することになり，かえって競争圧力を弱めることになりかね
ない点に留意する必要がある。

、

(2)ア-方，企業が合理的判断の下に選択した手段であっても，その用いられ方によっ
ては，新規参入を妨げたり，取引先の事業活動を不当に拘束したり，販売費用が不
当に多額にわたって経済効率を妨げたりするなど，市場機能の発揮を妨げることと
なる場合もあり得る。企業の経済活動は原則として自由であるが，そのような行為
については，競争にマイナスの影響を与えるものとして，競争政策の観点から，規
制がなされるべきと考えられる。
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イ事業者の取引方法が市場機能の発揮を妨げるという問題に関して，独占禁止法は，
公正な競争を阻害するおそれのある行為を不公正な取引方法として規制している。
景品のように経済上の利益の提供により顧客を誘引する行為については，取引先

の選択やリベート提供などのような他の取引方法と同様に，原則的には自由である
が，公正な競争を阻害するおそれがある場合には規制されることとなる。どのよう
な行為が規制されるかについては，基本的には，当該行為が関係する市場の構造や
状況，当該行為の態様，相手方の数，伝播性等の点から市場における公正な競争に
及ぼす影響の程度・内容を勘案し，個別に判断されるものである。

ウしかしながら，景品提供行為は，短期間の企画であることが多く，日常の活動と
して広く行われていることから，規制に際しては簡易・迅速な手続が必要であり
（このため，都道府県知事に規制権限の一部を委任している。），違反行為の未然
防止を図るためにも具体的な規制内容に関する企業の予見可能性を明確にする必要
がある。そのため，独占禁止法の特別法である景品表示法に基づき，具体的な基準
を明示して規制するという体系が採られているものである。

(3)ア 以上に基づいて，現時点における景品規制の在り方を考えてみると，景品による
顧客誘引の程度は変化してきており，市場機能の発揮が妨げられるおそれがある場
合は一般的にはかなり少なくなってきているのではないかと考えられる。

イ景品提供により問題が生じるおそれがあるのは，次のような場合であり，そのよ
うなおそれがみられない程度の景品提供行為や商品との関連において景品の提供が
商品の一部とみられる場合，実質的に値引きとみられる場合は，問題はないものと
考えられる。

①商品との関係において提供される景品のウェイトが大きくなると，消費者の関
心が商品本体の内容から景品に移り，景品が消費者の購買心理に強い影響を与え
やすい。消費者がその景品によって他の要素について考慮しないで商品選択をす
ることとなるような場合には，商品本体の内容に対する選択結果が示されないこ
ととなるので，当該商品についての競争が有効に働かなくなり，消費者の利益が
損なわれるおそれがある。

ノ

②さらに，懸賞付販売については，すべての顧客に景品を提供するものではない
ので，高額の賞金や賞品を提供することが可能であり，また，懸賞に応募する消
費者にとっては，景品が獲得できるか否かは偶然不確定であるので，自分が獲得
できるチャンスを重視し，大きな利益が手に入るかもしれないという心理的要因
が大きくなることがある。このように，懸賞付販売が過度なものになると，購買
心理に強い影響を与え，景品によって商品が選択される程度が高まると考えられ
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る。

(4)アしたがって，現行の景品規制については，公正な競争を阻害するおそれのある場
合に規制するという趣旨を踏まえ，現時点において，次のような方向で見直しを行
う必要がある。また，規制に当たっては，その対象範囲や内容をできる限り明確に
することも重要である。

①一般消費者向け総付景品については，実質的な値引・割引と見られるものは規
制の対象とならない旨をさらに明確化するとともに，提供できる景品の額を商品
本体の価額との関連において比率により規制するという考え方からみて，上限金
額を５万円に制限することは取りやめること。

②懸賞による景品については，上限金額を引き上げること。
Ｉ

③事業者向け景品については，一般的な規制を設けておくことの必要性は乏しい
と考えられるので，これを廃止すること。

④百貨店の景品提供に対する特別の規制については，現時点でその必要はなくな
っていると考えられるので廃止すること。

⑤オープン懸賞については，商品選択との関連がさらに稀薄になってきており，
規制を設けておく必要性は薄いものと考えられるが，当面，上限金額を大幅に引
上げて，その後の状況をみていくこと。

イ個別の業種の景品規制についても，上記の方向に即して，見直しをしていく必要
がある。（

(5)現行の景品規制について上記のとおり見直しをした上で，さらに，一定期間経過後，
今回の見直しの趣旨を踏まえて，再度，見直しをすることが必要である。

(6)以上のような景品規制の見直しは，企業の創意工夫に基づく経済活動がより積極的
に行われること及びそれにより，市場機能を通じて，競争のメリットが消費者にも及
んでいくことを期待するものであるので，景品規制の見直しと並行して，商品・役務
の市場において，市場の機能が十分に作用するよう競争政策を一層積極的に運営して
いくことが重要である。すなわち，鏡争政策当局において，今後とも，競争制限行為
を積極的に排除していくとともに，政府規制分野について一層の規制緩和を推進する
など，公正かつ自由な競争の確保・促進を図っていく必要があると考える。
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１（１）過大な景品提供の規制の体系

（ 自 主 基 準 ）（ 告 示 ）

僅二…
益の提供を申し出る場合の不公正な取引方法」
（オープン懸賞告示．昭和４６年告示３４号）

．「百貨店業における特定の不公正な取引方法」
（百貨店業の特殊指定．昭和２９年告示７号）

（ 告 示 ）

僅二…
益の提供を申し出る場合の不公正な取引方法」
（オープン懸賞告示．昭和４６年告示３４号）

．「百貨店業における特定の不公正な取引方法」
（百貨店業の特殊指定．昭和２９年告示７号）

（ 法 律 ）
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引
方
法

独

占
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止

(定義２条９項）
(禁止１９条）

法

Ｉ樟・Ｉ
（特別法化）

｢不当景品類及び不当表示防止法第２条の規定により景品類及び表
示を指定する件j(指定告示，昭和３７年告示３号）
｢不当景品類及び不当表示防止法第２条の規定により景品類及び表
示を指定する件ｊ（指定告示，昭和３７年告示３号）獄

一般的基準
．「懸賞による景品頚の提供に関する事項の制限」

（懸賞景品制限告示．昭和５２年告示３号）
．『一般消費者に対する景品麺の提供に関する事項の制限」

（稔付景品制限告示．昭和５２年告示５号）
．「事業者に対する景品類の提供に関する事項の制限」

〈事業者量品制限告示．昭和４２年告示17号）
個別菜種ごとの制限告示（現在２９告示〉

一般的基準
．「懸賞による景品頚の提供に関する事項の制限」

（懸賞景品制限告示．昭和５２年告示３号）
．『一般消費者に対する景品麺の提供に関する事項の制限」

（稔付景品制限告示．昭和５２年告示５号）
．「事業者に対する景品類の提供に関する事項の制限」

〈事業者量品制限告示．昭和４２年告示１７号）
個別菜種ごとの制限告示（現在２９告示〉

(２条）品
制
限

品
提
供
の

過
大
な
景

表

示
１条

争
規

へ．

公
正

く

法

景品に閲する公正競争規約
（現在５１規約）(10条）

’



(２）景品類の制限額

一 般 懸 賞 ◎一一懸賞による景品頚の最商額及び総額の制限
(例）３００円商品の場合

皿９-日×20＝6.“０円……提供できる段品の顔。
300PIの商品10個につき抽せん券１枚災供という
場合は取引価額は,3.000円となる。

昭和52年告示３号
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Ｉ ’ 取引価額とは災際に物を贈人した時
の価怖

(注）趾品の価格の疎定は一般小売価賂とする。
売上げ予定総額とは，
セール期側‘ｾの売上げ予定雄緬

殿
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品
類
の
制
限
及
び
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止

ロ皿

④．③両方の限度内でなければならない。６

．--懸賞による景品罰の殿高額及び総額の制限
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限

例

共

①

②
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く

３
条

坐ロー不
昭和52年告示３号示

ｌ骨』Ｉ 法

へ

景 ④．③両方の限度内でなければならない。
：｡-｡..・・・。.・・・・・・・・・．：

-オープン懸賞!．……△……･･オープン懸賞において提供できる経済上
：･･--.......…．．．．．．：

昭ﾎ瀧鰈認の利益の鐘高額は｢面̅雨]である。
オープン懸賞とは， Ｈ匝品竺瞳入笠圭全住と_し墓ムユ（取引に付随しない）で新聞．テ
レビ等のクイズに宜製ハガ主により応扉するもの。

縫付最品とは． ’！①商品の臘入童企旦に②小売店が入庶務全旦に③申込又は入店
の企丑皿に最品罰を提供するもの。

〔１嘩茜IMIにおける賊品提供であっても規制される〕

１

１

規制の対象者
①食料品等８分野の商品の製避又は販光鷲冊
②サービス薬等７業種の１f業行 ’ロ皿）

◎--総付景品頚の最高額の制限
昭和52年告示５号 適川除外

①商品の販売・使ⅡI又は役獅の拠供のために
必嬰な物品等（例ラジオの芯池）

②見本その他迩伝IIIの物‘脇
③自店で使う荊引券
④側噛彼漁．佃鴬把念で拠供される物品

取 引 価 額
1.000円未潤

l.000円以上50万円来演
５０万円以上

景品新の最満額
-

100円
取引価顧の1/】０

。-メーカーが販売粟者に提供する戯品瑚は，“42隼舎示17号噸亮蕊審1名につき年卿応河まで
である。
ただし，懸賞を行う墹合は一般懸賞規定
の鞄1%1内

(注）◎印は取引に付随するもの
A f I I は 卿 珊 に ｲ . ↑ 跡 ｌ かｔ， f _ の 、 、

懸賞に係る
取引の価額

景品類限度額
④最商額 ③ 総 額
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5万円～
１０万円未満

１0万円以上

取引価額の
20倍

1万円

3万円

5万円

懸賞に係る

１００

懸賞に係る
取引の価額

殿品頚限皮顛
④賎溺顛 ⑪ 総 額

取引価額にかかわらず
20万円

懸賞に係る
売上予定総

３
顔 の -
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景品規制関係（抜粋）２ 〔定義〕
〔目的〕
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争
を
阻
害
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
も
の
の
う
ち
、
公
正
取
引
委
員
会
が
指
定
す
る

も
の
を
い
う
。

三
不
当
に
瞳
争
者
の
顧
客
を
自
己
と
取
引
す
る
よ
う
に
誘
引

し
、
又
は
強
制
す
る
こ
と
。

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
私
的
独
占
、
不
当
な
取
引
制
限
及
び
不

公
正
な
取
引
方
法
を
禁
止
し
、
事
莱
支
配
力
の
過
度
の
集
中
を

防
止
し
て
、
結
合
、
陽
定
等
の
方
法
に
よ
る
生
産
、
販
売
、
価

格
、
技
術
等
の
不
当
な
制
限
そ
の
他
一
切
の
事
業
活
動
の
不
当

な
拘
束
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
正
且
つ
自
由
な
艇
争
を

促
進
し
、
事
業
者
の
創
意
を
発
揮
さ
せ
、
事
業
活
動
を
盛
ん
に

し
、
雇
傭
及
び
国
民
実
所
得
の
水
準
を
高
め
、
以
て
、
一
般
消

我
者
の
利
益
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
国
民
経
済
の
民
主
的
で

健
全
な
発
達
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

一
独
占
禁
止
法
関
係

○
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の

確
保
に
関
す
る
法
律

銅叙一鉱癖滑堪迦

不
当
な
利

益
に
よ
る

顧
客
勝
引

、

９
正
常
な
商
慣
習
に
照
ら
し
て
不
当
な
利
益
を
も
っ
て
、
鏡
争

者
の
顧
客
を
自
己
と
取
引
す
る
よ
う
に
誘
引
す
る
こ
と
。

○
不
公
正
な
取
引
方
法

（理函孵遮罫酢》齢翻誕琵郵認）
、

八
百
貨
店
業
希
が
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
．

面
接
た
る
と
間
接
た
る
と
を
問
わ
ず
、
顧
客
に
対
し
て
、
自
己

の
販
売
す
る
商
品
の
購
入
を
条
件
と
し
て
、
自
己
が
騒
費
を
負

担
す
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
物
品
、
き
よ
う
応
（
観
劇
、
旅
行
．

ｅ

も

宴
会
等
へ
の
招
待
を
い
う
。
）
、
抽
せ
ん
券
、
そ
の
他
こ
れ
ら
に

顛
似
す
る
径
済
上
の
利
益
の
供
与
室
た
は
供
与
の
申
出
（
以
下

「
景
品
付
販
売
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
。

１
商
標
お
よ
び
品
種
が
同
一
で
あ
る
商
品
に
つ
い
て
、
溌
品

付
販
売
が
百
貨
店
業
者
以
外
の
小
売
業
者
一
般
に
広
く
行
わ

れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
と
同
一
の
条
件
に
よ
っ
て

行
う
こ
と
。

２
百
貨
店
業
者
の
店
舗
の
周
辺
に
お
い
て
営
業
を
行
っ
て
い

る
小
売
業
者
の
相
当
多
数
が
一
斉
に
景
品
付
販
売
を
行
う
場

合
に
お
い
て
、
そ
れ
と
実
質
的
に
同
一
の
条
件
に
よ
っ
て
行

』《夕》』○歩』。

３
百
貨
店
菜
者
が
、
直
接
た
る
と
間
接
た
る
と
を
問
わ
ず
、

顧
客
に
、
一
定
の
金
額
を
一
定
の
期
間
積
み
立
て
さ
せ
て
、

そ
の
積
立
金
を
も
っ
て
自
己
の
販
売
す
る
商
品
を
購
入
さ
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
景
品
付
販
売
（
抽
せ
ん
券
付
販
売
を
除

く
。
）
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
積
立
に
よ
っ
て
当
該
百

貨
店
業
者
が
受
け
る
利
益
の
範
囲
内
に
お
い
て
行
う
こ
と
。

○
百
貨
店
業
に
お
け
る
特
定
の
不
公
正

な
取
引
方
法愈獅腰諏鍛睡鍔銅痙糾一通
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別
表
㈲
に
掲
げ
る
商
品
の
生
産
（
新
聞
、
番
籍
、
雑
誌
、
レ
コ

ー
ド
及
び
録
音
テ
ー
プ
に
あ
っ
て
は
、
発
行
）
を
す
る
事
業
者
若

し
く
は
こ
れ
ら
の
商
品
の
販
売
を
す
る
事
業
者
又
は
別
表
口
に
掲

げ
る
事
業
を
営
む
者
が
、
顧
客
を
誘
引
す
る
手
段
と
し
て
、
広
告

に
お
い
て
、
一
般
消
費
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
特

定
の
者
を
選
び
、
こ
れ
に
正
常
な
商
慣
習
に
照
ら
し
て
過
大
な
金

銀
、
物
品
そ
の
他
の
経
済
上
の
利
益
（
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表

示
防
止
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
徳
第
百
三
十
四
号
）
第
二
条
に
規

定
す
る
景
品
願
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
提
供
す
る
旨
を
申

し
出
る
こ
と
。

一
次
の
行
為
を
す
る
こ
と
を
求
め
、
く
じ
の
方
法
又
は
そ
の
内

容
の
正
誤
若
し
く
は
優
劣
に
よ
り
選
ぶ
こ
と
。

ィ
当
該
事
菜
者
の
定
め
る
操
式
に
よ
り
氏
名
、
住
所
、
職
業

等
を
回
答
す
る
こ
と
。

ロ
応
募
の
際
一
般
に
は
明
ら
か
で
な
い
事
実
に
つ
い
て
の
予

想
若
し
く
は
推
測
の
募
集
に
応
ず
る
こ
と
。

ハ
趣
味
、
娯
楽
、
教
養
等
に
関
す
る
問
題
の
解
答
の
募
集
に

応
ず
る
こ
と
。

二
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
、
商
品
名
、
感
想
文
等
の
募
集
に
応

ず
る
こ
と
。

ホ
演
技
そ
の
他
特
定
の
行
為
を
す
る
こ
と
。

二
当
該
廟
業
者
の
定
め
る
一
定
の
基
準
に
該
当
す
る
こ
と
を
条

件
と
し
て
選
ぶ
こ
と
。

（オープン懸賞）

○
広
告
に
お
い
て
く
じ
の
方
法
等
に
よ

る
経
済
上
の
利
益
の
提
供
を
申
し
出

る
場
合
の
不
公
正
な
取
引
方
法

屈影輩豊饒熟莪蕊）

ノ

ｊ

別表一く

備
考
別
表
口
に
掲
げ
る
業
種
の
分
類
は
、
日
本
標
準
産
業
分

類による。
ｊ

別
衷
二く
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雑

貨

乗
用
自
動

車
、
自
転
車

等 雷籍、雑誌、

レ
コ
ー
ド
等

医
薬
品
、
化

粧
品
等

家
庭
用
品

身
の
ま
わ
り

ロ皿 衣
料
品

食
料
品

文
具
、
紙
製
品
、
邸
務
用
具
、
家
庭
用
計

獄
器
、
時
計
、
一
般
用
光
学
椴
械
器
具
、

写
真
感
光
材
料
、
娯
楽
用
具
、
玩
具
、
運

動
競
技
用
品
、
楽
器
、
自
動
車
用
石
油
製

品
及
び
家
庭
用
燧
料

乗
用
自
動
車
、
二
鯖
自
動
車
、
自
転
車
、

自
動
車
用
タ
イ
ヤ

新
聞
、
雑
誌
、
悪
籍
、
レ
コ
ー
ド
及
び
録

垂日テープ

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
医
療
機
械
器
具
、

化
粧
品
、
歯
承
が
き
、
石
け
ん
及
び
家
庭

用
化
学
製
品

家
庭
用
繊
維
製
品
、
家
具
、
台
所
用
品
、

食
卓
用
品
、
．
．
、
シ
ソ
、
暖
房
器
具
、
家
庭

用
衛
生
設
備
用
品
、
家
庭
用
電
気
器
具
そ

の
他
の
家
庭
用
器
具

ハ
ン
カ
チ
、
え
り
飾
り
、
ハ
ン
ド
バ
ッ
ク
、

か
さ
、
は
き
も
の
、
眼
鏡
、
化
駐
用
小
物

用
具
そ
の
他
の
身
の
ま
わ
り
品

下
着
、
洋
服
、
ワ
イ
シ
ャ
ツ
、
靴
下
、
帽

子
そ
の
他
の
衣
服

肉
製
品
、
酪
農
製
品
、
凋
味
料
、
砂
穂
、

菓
子
類
、
冷
凍
食
品
、
清
涼
飲
料
、
酒
類

そ
の
他
の
製
造
食
品
及
び
飲
料

サ
ー
ビ
ス
業

運
輸
通
信
業

不
動
産
業

金
融
、
保
険

業 卸売業、

売
莱

、４
旅
館
、
洗
濯
業
、
理
髪
・
理
容
菜
、
浴
場

業
、
結
婚
式
場
、
映
画
業
及
び
娯
楽
業
（
映

画業を除く。）

民
営
鉄
道
菜
、
民
営
旅
客
自
動
車
運
送
業
、

水
運
案
、
航
空
運
輸
業
及
び
旅
行
あ
っ
せ

ん
菜 不

動
産
賃
貸
業
（
貸
家
業
を
除
く
。
）
、
貸

家
業
、
建
売
案
・
土
地
売
買
業
及
び
不
動

産
代
理
業
・
仲
介
業

銀
行
・
信
託
業
、
農
林
水
産
金
融
業
、
中

小
商
工
・
庶
民
・
住
宅
金
駐
業
、
証
券
業
、

商
品
取
引
業
、
保
険
業

飲
食
店



公
睡
会
及

び
告
示

景
品
類
の

制
限
及
び

莱止 目
的

定
義

第
五
条
公
正
取
引
委
員
会
は
、
第
二
条
〔
定
義
〕
若
し
く
は
前
条

第
三
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
若
し
く
は
第
三
条
〔
景
品
麺
の
制
限

及
び
禁
止
〕
の
規
定
に
よ
る
制
限
若
し
く
は
禁
止
を
し
、
又
は
こ

れ
ら
の
変
更
若
し
く
は
廃
止
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
公
正

取
引
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
公
聴
会
を
開
き
、

関
係
率
業
者
及
び
一
般
の
意
見
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

２
前
項
に
規
定
す
る
指
定
並
び
に
制
限
及
び
禁
止
並
び
に
こ
れ

ら
の
変
更
及
び
廃
止
は
、
告
示
に
よ
っ
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。

第
三
条
公
正
取
引
委
員
会
は
、
不
当
な
顧
客
の
誘
引
を
防
止
す

る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
景
品
頚
の
価
額
の
最

高
額
若
し
く
は
総
額
、
種
類
若
し
く
は
提
供
の
方
法
そ
の
他
景

品
頚
の
提
供
に
関
す
る
事
項
を
制
限
し
、
又
は
景
品
頚
の
提
供

を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
商
品
及
び
役
務
の
取
引
に
関
連
す
る
不

当
な
景
品
類
及
び
表
示
に
よ
る
顧
客
の
誘
引
を
防
止
す
る
た

め
、
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
）
の
特
例
を
定
め
る
こ
と

に
よ
り
、
公
正
な
鏡
争
を
確
保
し
、
も
っ
て
一
般
消
費
者
の
利

益
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
二
条
こ
の
法
律
で
「
景
品
類
」
と
は
、
顧
客
を
誘
引
す
る
た

め
の
手
段
と
し
て
、
そ
の
方
法
が
直
接
的
で
あ
る
か
間
接
的
で

あ
る
か
を
問
わ
ず
、
く
じ
の
方
法
に
よ
る
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、

率
業
者
が
自
己
の
供
給
す
る
商
品
又
は
役
務
の
取
引
（
不
動
産

に
関
す
る
取
引
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
附
随
し
て
相
手
方
に

提
供
す
る
物
品
、
金
銭
そ
の
他
の
隆
済
上
の
利
益
で
あ
っ
て
、

公
正
取
引
委
員
会
が
指
定
す
る
も
の
を
い
う
．

二
不
当
景
品
類
及
び
不

当
表
示
防
止
法
関
係

○
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法

、

ｌ
こ
の
告
示
に
お
い
て
「
懸
賞
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に

よ
っ
て
景
品
頚
の
提
供
の
相
手
方
又
は
提
供
す
る
景
品
類
の
価

額
を
定
め
る
こ
と
を
い
う
．

一
く
じ
そ
の
他
偶
然
性
を
利
用
し
て
定
め
る
方
法

二
特
定
の
行
為
の
優
劣
又
は
正
誤
に
よ
っ
て
定
め
る
方
法

一
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
景
品
類
と
は
、
顧
客
を
誘
引
す
る

た
め
の
手
段
と
し
て
、
方
法
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
事
業
者
が

自
己
の
供
給
す
る
商
品
又
は
役
務
の
取
引
に
附
随
し
て
相
手
方

に
提
供
す
る
物
品
、
金
銭
そ
の
他
の
経
済
上
の
利
益
で
あ
っ
て
、

次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
た
だ
し
、
正
常
な
商
慣
習
に
照
ら

し
て
値
引
又
は
ア
フ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
と
昭
め
ら
れ
る
経
済
上
の

利
益
及
び
正
常
な
商
頂
習
に
照
ら
し
て
当
該
取
引
に
係
る
商
品

又
は
役
務
に
附
属
す
る
と
認
め
ら
れ
る
経
済
上
の
利
益
は
、
含

まない。

㈲
物
品
及
び
土
地
、
建
物
そ
の
他
の
工
作
物

口
金
銭
、
金
券
、
預
金
証
笹
、
当
せ
ん
金
附
証
票
及
び
公
社

債
、
株
券
、
商
品
券
そ
の
他
の
有
価
証
券

日
き
よ
う
応
（
映
画
、
演
劇
、
ス
ポ
ー
ツ
、
旅
行
そ
の
他
の

催
物
等
へ
の
招
待
又
は
優
待
を
含
む
。
）

四
便
益
、
労
務
そ
の
他
の
役
務

○
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法

第
二
条
の
規
定
に
よ
り
景
品
類
及
び

表
示
を
指
定
す
る
件

愈
躍
謹
肇
乾
彗
謬

（
一
般
懸
賞
・
共
同
懸
賞
）

○
懸
賞
に
よ
る
景
品
類
の
提
供
に
関
す

る
事
項
の
制
限踊騨諜犀堂謬壼）

、

２
懸
貧
に
よ
り
提
供
す
る
景
品
頚
の
愚
高
額
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
金
額
を
超

え
て
は
な
ら
な
い
。

一
懸
賞
に
係
る
取
引
の
価
額
が
五
百
円
未
満
の
場
合
取

引
の
価
額
の
二
十
倍

二
懸
賞
に
係
る
取
引
の
価
額
が
五
百
円
以
上
五
万
円
未
満
の

場
合
一
万
円

三
懸
賞
に
係
る
取
引
の
価
額
が
五
万
円
以
上
十
万
円
未
満
の

場
合
三
万
円

四
懸
賞
に
係
る
取
引
の
価
額
が
十
万
円
以
上
の
場
合
五

万
円

３
懸
賞
に
よ
り
提
供
す
る
景
品
類
の
縁
額
は
、
当
該
懸
賞
に
係

る
取
引
の
予
定
総
額
の
百
分
の
二
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

４
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

に
お
い
て
、
懸
賞
に
よ
り
景
品
類
を
提
供
す
る
と
き
は
、
景
品

類
の
最
高
額
は
二
十
万
円
を
超
え
な
い
額
、
景
品
類
の
総
額
は

懸
賞
に
係
る
取
引
の
予
定
総
額
の
百
分
の
三
を
超
え
な
い
額
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
他
の
事
業
者
の
参
加
を
不
当

に
制
限
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
一
定
の
地
域
に
お
け
る
小
売
業
者
又
は
サ
ー
ビ
ス
菜
者
の

相
当
多
数
が
共
同
し
て
行
う
場
合

二
一
の
商
店
街
に
属
す
る
小
売
業
者
又
は
サ
ー
ビ
ス
業
者
の

相
当
多
数
が
共
同
し
て
行
う
場
合
。
た
だ
し
、
中
元
、
年
末

等
の
時
期
に
お
い
て
、
年
三
回
を
限
度
と
し
、
か
つ
、
年
間

通
算
し
て
七
十
日
の
期
間
内
で
行
う
場
合
に
限
る
。

三
一
定
の
地
域
に
お
い
て
一
定
の
種
類
の
事
業
を
行
う
事
業

者
の
相
当
多
数
が
共
同
し
て
行
う
場
合

５
前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
の
種
類
の
文
字
、

絵
、
符
号
等
を
表
示
し
た
符
票
の
う
ち
、
異
な
る
種
顛
の
符
票

の
特
定
の
組
合
せ
を
提
示
さ
せ
る
方
法
を
用
い
た
懸
賞
に
よ
る

景
品
頬
の
提
供
は
、
し
て
は
な
ら
な
い
．
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１
別
表
に
掲
げ
る
商
品
の
生
産
（
加
工
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

を
す
る
事
莱
者
（
笹
霜
、
雑
乾
そ
の
他
の
著
作
物
に
あ
っ
て
は
、

発
行
者
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
商
品
を
販
売
す
る
事
業

者
は
、
そ
の
生
産
若
し
く
は
販
売
に
係
る
商
品
を
買
い
受
け
て

販
売
‘
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
商
品
を
使
用
し
て
一
般
消
費
者
に
役

務
を
提
供
す
る
事
業
者
（
以
下
「
相
手
方
事
業
者
」
と
い
う
。
）

に
対
し
、
相
手
方
事
業
者
が
新
た
に
当
該
商
品
の
取
引
を
開
始

す
る
よ
う
誘
引
す
る
手
段
と
し
て
、
又
は
相
手
方
事
菜
者
の
当

咳
商
品
に
係
る
取
引
高
そ
の
他
取
引
の
状
況
が
自
己
の
定
め
る

一
定
の
基
期
に
該
当
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
景
品
頚
を
提

供
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
相
手
方
事
業
者
一
名
に
つ
き

年
十
万
円
を
こ
え
な
い
範
囲
内
の
景
品
頚
で
あ
っ
て
、
正
常
な

商
慣
習
に
照
ら
し
て
適
当
と
翌
め
ら
れ
る
も
の
を
提
供
す
る
場

合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
前
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
景
品
頚
の
提
供
に
つ

い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

一
当
咳
商
品
の
販
売
又
は
保
管
の
た
め
の
機
器
又
は
施
設
の

供
与
、
広
告
宣
伝
の
た
め
の
装
匿
、
施
設
等
の
供
与
そ
の
他

広
告
宣
伝
の
援
助
、
商
品
知
識
又
は
修
理
技
術
の
指
導
そ
の

他
当
該
商
品
の
生
産
又
は
販
売
を
す
る
事
業
（
以
下
「
当
咳

事
菜
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
正
常
な
商
慣
習
に
照
ら
し
て
相

手
方
率
業
者
の
当
該
商
品
に
関
す
る
事
業
活
動
を
助
成
す
る

た
め
必
要
と
聖
め
ら
れ
る
景
品
類
及
び
見
本

二
親
睦
の
た
め
慣
例
と
し
て
行
な
う
会
合
に
際
し
て
提
供
す

る
景
品
類
で
あ
っ
て
、
当
該
事
業
に
お
け
る
正
常
な
商
慣
習

に
照
ら
し
て
適
当
と
翌
め
ら
れ
る
も
の

三
慣
例
と
し
て
行
な
う
自
己
の
記
念
行
事
に
お
い
て
提
供
す

る
景
品
類
で
あ
っ
て
、
当
該
事
薬
に
お
け
る
正
常
な
商
慣
習

に
照
ら
し
て
適
当
と
認
め
ら
れ
ろ
も
の

四
資
本
の
拠
出
、
役
員
の
派
遺
等
に
よ
り
当
該
事
業
者
と
特

別
の
関
係
に
あ
り
当
該
事
業
者
と
醜
争
関
係
に
あ
る
事
業
者

（事業者景品）

○
事
業
者
に
対
す
る
景
品
類
の
提
供
に

関
す
る
事
項
の
制
限

（鍔靹謹薑雛蒋謬

ノ

別
表 と

取
引
で
き
な
い
相
手
方
事
業
者
の
販
売
従
業
員
に
対
し
、

そ
の
販
売
従
業
員
の
当
該
商
品
に
関
す
る
販
売
実
蟹
に
基
づ

い
て
提
供
す
る
景
品
顕
で
あ
っ
て
、
当
該
商
品
と
同
種
の
商

品
を
販
売
す
る
事
業
者
が
そ
の
販
売
従
業
員
に
対
し
支
給
す

る
報
倣
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
適
当
と
翌
め
ら
れ
る
も
の

』
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医薬品、

化
駐
品
等

家
庭
用
品

身
の
ま
わ

り
品 衣

料
品

食
料
品

医
薬
品
、
衛
生
材
料
、
簡
易
治
療
器
、
衛
生
用
品
、

衛
生
級
、
化
駐
品
、
歯
承
が
き
、
石
け
ん
及
び
家

庭
用
化
学
製
品

家
庭
用
繊
維
製
品
（
床
敷
物
、
寝
具
、
ク
ッ
シ
ョ

ン
、
カ
ー
テ
ン
、
テ
ー
ブ
ル
掛
け
、
タ
オ
ル
等
）
、

家
具
、
台
所
用
品
、
食
卓
用
品
、
家
庭
用
ミ
シ
ン
、

家
庭
用
暖
房
器
具
、
家
庭
用
謁
理
器
具
、
家
庭
用

衛
生
設
備
用
品
、
家
庭
用
電
気
器
具
そ
の
他
の
家

庭
用
装
置
及
び
家
庭
用
器
具

ハ
ン
カ
チ
、
え
り
飾
り
（
ネ
ク
タイ
、
マ
フ
ラ
ー
、

シ
ョ
ー
ル
、
ス
ト
ー
ル
等
）
、
ズ
ボ
ン
吊
り
、
靴
下

止
、
ア
ー
ム
・
ハ
ン
ド
、
衣
服
用
．
ヘル
ト
、
ハ
ン
ド

バ
ッ
ク
及
び
袋
物
、
か
さ
、
つ
え
、
和
装
用
身
の

ま
わ
り
品
、
扇
子
、
う
ち
わ
、
は
き
も
の
、
身
辺

細
貨
品
、
装
身
用
細
貨
品
、
時
計
．
ハ
ン
ド
、
眼
鐘
、

か
ば
ん
、
裁
縫
用
小
物
用
具
、
化
註
用
小
物
用
具

そ
の
他
の
身
の
ま
わ
り
品

下
藩
、
寝
若
、
洋
服
、
蝿
人
子
供
服
、
ワ
イ
シ
ャ

ツ
、
和
服
、
靴
下
、
足
袋
、
帽
子
、
手
袋
そ
の
他

の
衣
服
及
び
家
庭
用
反
物

肉
製
品
、
酪
農
製
品
、
鯛
味
料
、
砂
槽
、
菓
子
頚
、

冷
凍
食
品
、
清
涼
飲
料
、
和
洋
酒
そ
の
他
の
製
造

食
品
及
び
飲
料

雑

貨

乗
朋
自
動

束
、
自
転

叩
等

１ 詑 砺
ド 、

等 し
鯖
、

． 雑
文
具
、
紙
製
品
、
那
務
用
具
、
絵
画
用
品
、
家
庭

用
計
獄
器
、
時
計
、
一
般
用
光
学
機
械
器
具
、
写

真
感
光
材
料
、
欧
文
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
、
小
型
消

火
器
、
利
器
、
銀
器
、
家
庭
用
工
匠
具
、
娯
楽
用

具
、
玩
具
、
人
形
、
運
動
醗
技
用
品
、
子
供
用
車

輌
、
楽
器
、
宗
教
用
具
、
自
動
車
用
石
油
製
品
、

家
庭
用
燃
料
並
び
に
家
庭
用
撚
糸
及
び
紡
紋
糸

乗
用
自
動
車
、
二
翰
自
動
車
、
自
転
車
、
乗
用
自

動
車
用
タ
イ
ヤ
及
び
チ
ュ
ー
ブ
、
二
輪
自
動
車
用

タ
イ
ヤ
及
び
チ
ュ
ー
ブ
並
び
に
自
転
車
用
タ
イ
ヤ

及
び
チ
ュ
ー
ブ

新
聞
、
雑
誌
、
凹
霜
、
地
図
、
図
褒
、
醤
画
、
楽

諮
、
レ
コ
ー
ド
及
び
録
音
テ
ー
プ



１
一
般
消
費
者
に
対
し
て
懸
貧
今
懸
賞
に
よ
る
景
品
頬
の
提
供

に
関
す
る
事
項
の
制
限
」
（
昭
和
五
十
二
年
公
正
取
引
委
員
会
告

示
第
三
号
）
第
一
項
に
規
定
す
る
懸
貧
を
い
う
。
）
に
よ
ら
な
い

で
提
供
す
る
景
品
頚
の
価
額
は
．
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
金
額
の
範
囲
内
で
あ
っ
て
、

正
常
な
商
慣
習
に
照
ら
し
て
適
当
と
淫
め
ら
れ
る
限
度
を
超
え

て
は
な
ら
な
い
。

一
景
品
頑
の
提
供
に
係
る
取
引
の
価
額
が
千
円
未
満
の
場
合

百
円

二
景
品
頚
の
提
供
に
係
る
取
引
の
価
額
が
千
円
以
上
五
十
万

円
未
満
の
場
合
取
引
価
額
の
十
分
の
一

三
景
品
顕
の
提
供
に
係
る
取
引
の
価
額
が
五
十
万
円
以
上
の

場
合
五
万
円

２
次
に
掲
げ
る
径
済
上
の
利
益
に
つ
い
て
は
、
景
品
類
に
該
当

す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
前
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
。

一
商
品
の
販
売
若
し
く
は
使
用
の
た
め
又
は
役
務
の
提
供
の

た
め
必
要
な
物
品
又
は
サ
ー
ビ
ス
で
あ
っ
て
、
正
常
な
商
慣

習
に
照
ら
し
て
適
当
と
翌
め
ら
れ
ろ
も
の

二
見
本
そ
の
他
宣
伝
用
の
物
品
又
は
サ
ー
ビ
ス
で
あ
っ
て
、

正
常
な
商
慣
習
に
照
ら
し
て
適
当
と
翌
め
ら
れ
る
も
の

三
自
己
の
供
給
す
る
商
品
又
は
役
務
の
取
引
に
お
い
て
用
い

ら
れ
る
割
引
券
そ
の
他
割
引
を
約
す
る
証
票
で
あ
っ
て
、
正

常
な
商
慣
習
に
照
ら
し
て
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の

四
開
店
披
露
、
創
業
記
念
等
の
行
事
に
際
し
て
提
供
す
る
物

品
又
は
サ
ー
ビ
ス
で
あ
っ
て
、
正
常
な
商
慣
習
に
照
ら
し
て

適
当
と
翌
め
ら
れ
る
も
の

（総付景品）

○
一
般
消
費
者
に
対
す
る
景
品
類
の
提

供
に
関
す
る
事
項
の
制
限

（鍔罪琵堂譲藷）

Ｌ

、
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○特定業種における景品類の提供の制限（２９業種）

ノ

ノ

(注） 当初制定年（特殊指定及び業種別告示）の順
下段の［］内の数字は特殊指定（独禁法）が制定された年
右隣の（）内の数字は告示（景表法）が全文改正された年

●

●

●

１

２

３

-１７-

告示制定年 業 種 告示制定年 業 種

卵5２（軸4）
[S２７]
駒5２（職4）
[S２７]
帥5２（軸4）
[S２８]
帥4２（職2）
[S２８]
卵5７
[S２９]

駒3９
[S３0]
卿5４
[S３１]

卵5４
[S３１]
帥40(駒63）

MM40("2)

恥41(報3）

卵42(輔3）

舳4３

WM44("4)

帥45(輔2）

１しょうゆ業

２ み そ 業

３ソース業

４カレー業

５ゴム製品履物及び合
成樹脂製履物

６ 新 聞 業

７マーガリン類及びシ
ヨートニング業

８ マ ッ チ

９チョコレート業

１０写真機業

１１即席めん類業

１２トマト加工品業

１３精麦業

１４雑誌業

１５東豆腐業

､恥4６（軸2）

剛4６（報2）

卵4６

蝋5４（報4）

MM54

帥5４

恥5５

帥5５

帥5８

恥5８

恥5９

鋤5９

剛6０

帥6１

１６ビスケット業

１７チューインガム業

１８化粧石けん業

１９家庭電気製品業

２０農業機械業

２１自動車業

２２酒類業

２３タイヤ業

２４家庭用合成洗剤及び
家庭用石けん業

２５不動産業

２６旅行業

２７衛生検査所業

２８アイスクリーム類及
び氷菓業

２９銀行業
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イ①年度別警告等件数

｜
ご
Ｉ

(注）景品表示法の改正により，昭和47年10月から都道府県においても景品表示法による事務の一部を行うこととなった。

､ 、

３７ ３８ ３９ ４０ ４１ ４２ ４３ ４４ ４５ ４６ ４７ ４８ ４９ ５０ ５１ ５２ ５３ ５４ ５５ ５６ ５７ ５８

公正取引委員会 1８ 9３ 7９ 7１ 105 １３１ 150 310 367 449 268 184 1５１ １８０ 268 350 327 249 237 281 532 881

都道府県 213 450 534 556 558 1484 1272 1153 1033 1352 1439 1284

計△口 1８ 9３ 7９ 71 1０５ １３１ 150 310 367 449 481 634 685 736 826 1834 1599 1402 1270 1633 1971 2165

公正取引委員会

都道府県

計▲
口

５９

651

１２４８

1899

６０

348

1239

1587

６１

2061

1401

3462

６２

667

1360

2027

６３

328

984

1３１２

← ■ 争

ﾌＥ､

325

1046

１３７１

２

346

998

１３４４

３

506

1188

1694

４

383

887

1270

５

342

727

1069



一 〆

②最近の違反事件処理件数（排除命令は除く）

ｌ画一Ｉ

(注）１．処理件数は公正取引委員会と都道府県の合計である。
２．合計は延べ事件数であり，１つの事件で２以上の告示に該当するものがある。

元 年 ２ 年 ３ 年 ４ 年 ５ 年

懸 賞 制 限 告 示 764 797 740 560 496

事 業者景品告示 １ 1２ 0 ６ ５

総 付 景 品 告 示 647 594 681 502 588

業 種 別 告 示 103 60 7９ 2８ 3２

計 1,515 1,463 1,736 1,298 1,091



(2)排除命令事件
ア懸賞告示違反事件

｜
圏
’

(注）㈱パルン本社及び本田技研工業㈱については審決事件である。
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排 除 命 令 年 月 日 及 び 事 件 名 応 募 条 件 提 供 さ れ る 最 高 額 の 景 品 類 及 び 景 品 総 訓
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昭
昭
昭
昭
昭
昭
昭
昭
昭
昭
昭
昭
昭
昭
昭
昭
昭
昭
昭
昭
昭
昭
昭
昭
昭
昭
昭
昭
昭
昭
昭
昭
昭
昭
昭
昭
昭
昭
昭
昭
昭
昭
昭

２．２４
１０.７
２．１５
９．９
１１．１４
１２.１６
１２．１６
１．２７
５．２
３．２２
６．２７
６．２７
６．２７
１１．１３
１１．１３
１１.１３
１２．２７
１２．２７
３．３１
６．５
６．５
６．５
６．５
６．５
６．１０
６．２８
６．２８
６．２８
７．２６
8.21
10.22
10.22
10.22
10.23
１.２１
１．２１
１．２１
２．１０
３．１１
３．１１
３．１１
９．７
９．７

㈱さくらデパート
マル金果物店ほか57名
㈱エンドーほか３名（小売）
㈱舷しぶやほか40名
㈱ ﾁ ｬ ｰ ﾐ ﾝ ｸ ｺ ｰ ﾅ ｰ（小売）
㈱ 三 和 商 店 （ 小 売 ）
㈲ 小 瀬 川 商 事 （ 飲 食 ）
筑紫野㈱ほか68名
㈱金港堂（小売及び出版）
東期東京製菓㈱
中元クリーニング㈱
㈱ネオピジョン（人形販売）
波島開発(棚（士轆鯛;|剛醗)，
㈱和光ハトヤ(MAM&販売）

.1３㈱集英社
．１３＊㈱パルン本社(1&mMRf)
.２７㈱明治屋

伊藤ハム栄養食品㈱
３１東新プレスエ業㈱

＊

㈱大和（百貨店及び出版）
㈱長崎屋
㈱山下家具店
㈱新潟大丸
協同組合家具センター八千代
鋼鮒肱跡4８（中華料理）
㈱波彦家具
㈱主婦と生活社
㈱坂内商店（衣料品販売）
㈱キンカ堂（小売及び飲食）
㈱白木原ほか41名
㈱上州尾
㈱ｻﾝﾃﾚﾋｼｮﾝ(TVM･ｺﾝﾊｰﾀｰ鮫）
㈱天神
村井眼鏡工業㈱（ﾒｰｶｰ・卸）
本田技研工業㈱ほか２名
㈱うかいや（飲食・洗車等）
㈱日本交通公社
㈱宮田商店鋤2８（卸・小売）
昭和石油㈱
ゼネラル石油㈱
共同石油㈱
千段市開拓農業協同組合
黒穂無線㈱（家電小売）

取引額千円で抽選券
取引額200円ごとに抽選券
取引額千円ごとに景品名が記載されたプックマッチ
取引額千円ごとに抽選券枚
取引額300円で抽選券枚
取引額500円で抽選券枚
取引額500円でクイズ応募用紙
取引額千円で抽選券
商品（書籍，雑誌等）購入者に抽選券
同社製品を一定数量蹴入した販売店を明治座に招待しその場で抽選会
クリーニング代金300Nにつき抽選券
人形の購入申込書が抽選券
住宅用地について売買契約及び住宅建設工事の舗負契約を締結した者
婦人洋品を鴎入した者に抽選券
雑誌に印刷してある応募シール５枚で応募（５枚分は３００円）
３月以上の継続購入を予約をした者
同社製品を購入した２函注文した販売業者に抽選券
同社製品を一定数鼠購入した小売店に対し抽選券
同社のホーロー製品を一定数量注文した小売店に対し抽選券
千円買上げごとに抽選券
２千円買上げごとに抽選券
現金で買物をした者が対象
現金で買物をした者が対象
現金で買物をした者が対象
ぎょうざ１人前(100円）で補助券１枚,２0枚で抽選券
３千円買上げごとに三角くじ
雑誌（定価80円）に印刷してある応募券
千円買上げごとに抽選券
500円買上げごとに抽選券
取引額千円ごとに福引券（小売業及びサービス業）
２千円買上げごとに抽選券
UHFテレビジョン放送受信用コンバーター蹴入又は予約者
購買者に抽選券及び勘定場においたクイズ応募用紙の正解者
サングラスに貼付してあるシールによる応募
自動車１台買上げるごとに抽選券１枚
店舗内の食券売場等に応募用紙
周遊券又は旅行券を爾入又は予約した者に対しアンケート用紙
買い上げ額に関わりなく三角くじ
クイズを記載した応募用紙を給油所に設瞳又は官製はがきによる応募
応募用紙を給油所に設置又は路上駐車の車に配布
給油所に応募はがきを刷込んだパンフレットを設置
買上げ額1500円ごとに抽選券
購入金額の多少にかかわらず購買者を対象

普通乗用自動車パプリカ（市価51万円）
テレビ(49.000円相当),総額212万5100円
ヤマハ楽器６点セット（市価48,340円）
カ ラ ー テ レ ビ
ブラックオパールプラチナ指輪，総額100万円
カラーテレビ，総額300万円
フオルクスワーケン，総額110万円
カラーテレビ
東南アジア旅行，総額25万円
カラーテレビ
カラーテレビ（現金正価17万９千円）
カラーテレビ（現金正価17万９千円）
カラーテレビ（現金正価18万３千円）
グアム島４泊５日招待（98,000円相当）
国内ギフト旅行券（１万円分）
６か月満期の額而１００万円の定期預金証書
現金10万円
カラーテレビ
海外旅行招待（95,000円相当）
自動皿洗機（29,800円）
カラーテレビ(98,000千円相当）
当選日の買物代金全額，総額オーバー
当選日の買物代金全額，総額オーバー
当選日の買物代金全額．総額オーバー
沖縄旅行招待（46,000円） ，

フランスベッド(19,800円）
ステレオ（27,800円）

総額92万円

総額200万円
ステレオ（39,800円相当）
サニー１０００(現金正価43万円）
現金１０万円，総額80万円
カラーテレビ(16万円相当） ｐ 総額70万円
カラーテレビ(１７万３千円相当）
コロナマークⅡ（70万円相当）
日産サニー（49万円相当）
カラーテレビ（14万円相当）
乗用車（45万２千円相当）
北海道旅行６泊７日（15万９千円相当）
カラーテレビ19型(１８万９千円相当）
カラーテレビ(１４万９千円相当）
ゴルフクラブセット又はキャンピングセット(１０〃円）
ブルーバードSS1６00等５点(84万８千円相当）
カラーテレビアンテナ付き(１１万9200円相当）
ダイヤモンド指輪(17,000千円）



手

１回函Ｉ

(注）１．㈱東美及び㈱エスマートについては審決事件である。
２．スワイプ・ジャパン㈱は事業者景品告示にも違反している。

排 除 命 令 年 月 日 及 び 事 件 名 応 募 条 件 提 供 さ れ る 駁 高 額 の 景 品 類 及 び 景 品 総 額

昭45.10.14
昭45.10.14
昭45.10.14
昭45.10.14
昭45.12.8’
昭45.12.12
昭４６．１．１４

昭４６．１．１４
昭４６．２．９
昭４６．３．２６
昭４６．３．２６
昭４６．３．２６
昭４６．３．２６
昭４６．３．２６
昭４６．３．２６
昭４６．７．９
昭４６．７．９
昭４６．７．２９
昭46.10.15
昭46.10.15
昭46.11.4
昭46.11.4
昭47.11.22
昭47.11.22
昭４７.１１.２２
昭47.12.22
昭47.12.22
昭４８．３．２８
昭４８．３．２８
昭４８．３．２８
昭48.５．１６
昭４８.６.11
昭４８．６．２５
昭４８．７．１
昭４８．９．２６
昭４８．９．２６
昭４８．９．２６
昭４８．９．２６
昭48.12.28
昭４９．３．２９
昭4９．３．２９

味の素㈱
㈱ 太 陽 （ 出 版 ）
㈱河合楽器製作所
㈱ 大 屋 商 （ 小 売 ）
＊㈱東美及び㈱ｴｽﾏｰﾄ（小売）
㈱永谷園
安藤電気工業㈱（帳・噂）
コクヨ㈱
㈱ 都 繊 維 （ 衣 料 品 卸 ）
タマノヰ酢㈱（食酢製造）
㈱緑屋（鮒 , 浦 ･ 朗 報 島 ）
㈱主婦の店ナルスほか28名

㈱婦人生活社
㈲宇坪屋ﾃﾚﾋｻｰﾋｽ（帳・エリ）
㈱いせや（鮒・ロ購慌）
㈱ 葵 丸 進 （ 飲 食 ）
マツダ㈱（鮒 , " ' A隅慌）
日本ペプシコーラ㈱計15件
㈱ エ ムラ （ 衣 料 小 売 ）
㈱聴尿（鋤 ‘鴎剛調 '帳）
㈱オーハシ（野‘ﾊﾝ鵬醗‘鮒）
㈱マルミ（ # 離鯛 ‘ 帳 ）
ｼｬﾊﾝ，ｴﾝ'(㈱（鞁朏〃間，帳）
東京テアトル㈱（ﾎｰﾘﾝｸ§）
㈱日本旅行クラブ
㈱ｴﾌ，ｴﾑ，ﾀｶﾊｼ帥2８（卸・帳）
日本プロパンガス㈱
幸武㈱ほか８名（椎。ｋ熊）
ｻﾝｽﾀｰ文具㈱及び㈱リリック
＊スヮイプ・ジャパン㈱
躯蝸ｺｰﾋｰ㈱（卸・飲食）
㈱松波無線（家電販売）
㈱後藤孵卵場
森永乳業㈱
㈱小野田レジャー
スター食糧㈱（龍、頭鵬）
昭和新薬㈱（醸呂甑醗･雌呂眠）
㈲中川電気商会ほか39名
㈱雌肚州L(Hm'ｽｷｰ服酷）
㈱ｱｲ･ｼｰｱｲＨﾙｽｷｰﾂ（販売）
テイチク㈱

業務用ハイミー１kgにスピードくじ
雑誌の年間購読（購読料２千円）を申し込んだ者
ピアノを購入した者に抽選券
買上げ額2500円ごとに抽選券１枚
店舗内に応募用紙を設置
セット商品（4,220円）の中に景品の引換券を封入
３千円以上の購買者に対しスピードくじ
カラーテレビ（12万５千以上の商品）購買者を対象
アルバムの中のカード又はパンフレットで応募
小売業者を対象に５千円以上の瞬買者に対し抽選券
粉末酢１ケース（3.975円）に抽選券
割賦による蹴入者のうち，賦払金を店舗に持参することを約した者
取引額千円ごとに抽選券１枚（小売業及びサービス業）
残念賞の方に応募はがき提供
雑誌に綴り込まれたアンケート用紙により感想文，アイデア等を募集
１万以上買上げた者を対象に現金つかみ取り
500円以上買上げた者に対しゴルフポールのつかみ取り
飲食金額の多少にかかわらず，店内で飲食した者にクイズの応募用紙
買上げ額２千円ごとに抽選券１枚
王冠の裏に「Y500ﾌﾗｽﾌｧﾐﾘｰ3*」等と印刷
買上げ額２千円ごとに抽選券１枚
買上げ額２千円ごとに抽選券１枚
来店者を対象
買上げ額千円ごとに抽選券１枚
毛皮を購入した者を対象
ボーリングゲーム料600円ごとに抽選券１枚
入会申込者又は応募券を官製ハガキに貼付したものを対象に抽選
家具の購入額５万円ごとに抽選券１枚
住宅設備機器等の購入額５万円ごとに抽適券１枚
購入額10円ごとに補助券１枚，２０枚で抽選券
両社が製造販売する商品にアンケートの質問事項を添付
小売業者を対象に売上高上位３名等
店舗内に応募用紙を設置
1万円以上の家庭用品を購入した者を対象
採卵ひな買い上げごとに抽選券
キャップの裏に漫画が出ればもう１本
ボウリングの成績順位「とび賞」により
豆類及びポップコーンを５ケース購入した小売業者に抽選券
医薬品，化粧品及び家庭用洗剤等を500円以上購入した者を対象
展示即売会を開催し３万円以上の購入者に三角くじ（東芝系列店）
２千以上剛入した者先着３千名にスピードくじ
600円以上購入した者
カートリッジテープ40品目（鍛低取引価額2400円）蹴入者を対象
レコード90品目（餓低取引価額千円）蹴入者を対象

電子レンジ（99,800円相当）
万博と祇園祭へ４泊５日招待(55,900N)､総額279,500円
カラーテレビ(98.000円相当）
応接４点セット(82,000円相当）
ホンダ1300クーペ７(54万９千円相当）
ダイヤモンド（16万円相当）
白黒テレビ（26,000円相当）

総額1395万円

香港旅行２泊３日招待（86,000円）
ギフト旅行券（１万円分）
カレッジハウス（14万８千円相当）
電子卓上計算機(99.800円相当）
カラーテレビ（99.800円相当）
カラーテレビ（13万８千円相当）
グァム旅行３泊４日招待２名１組（19万千円相当）
きもの（78,000円相当）ハワイ旅行招待（14万円相当）
ホンダZGT(46万円相当）

、

カラーテレビ（15万８千円相当）
カラーテレビ（12万６千相当）

総額もオーバー

総額3792万円相当
総額１９８万1170円相当

(北海道）総額4,129万円（限度額2,810万円）
同社全店で利用できる５万円の商品券
香港旅行２泊３日招待（59,800円）
現金10万円，総額１８万５千円
５泊６日のｸｧﾑ，ｻｲﾊﾝ島２名１組旅行招待（25万６州鵬）
ヨーロッパ旅行招待（37万6500円）
グアム島旅行招待２
グアム島旅行招待（
グアム島旅行招待２
マカオ旅行招待３
カラーテレビ（ 1４
北海道の土地330
香港・シンガポー
パリ８日間旅行招待

２名１
（約８
２名１
泊４日
万６千
㎡（約
ル旅行
待（約

、 総額2760万円
１組（15万円）
８万円）、総額もオーバー
１組(14万円）
(７万６千円）
円相当）
29万円）

総額約1000万円

(約16万円）
21万円）

電気洗濯機またはステレオ（４万円相当）
コロナマークⅡ（73万８千円相当）
総額37.375万円（限度額5,270万円）

グアム島旅行招待
ダイヤモンド指輪(100万円）
自転車(23,400円相当),総額(73万2600円）
カラーテレビ（６万９千相当）
ヨーロッパスキー旅行（22万3200円）．総額223ｶ1300円
アラスカスキー旅行６泊７日招待（11万4800円相当）
折りたたみ自転車(29,500円）
白黒テレビ（メーカー希望小売価格28,800円）
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(注）１．関西服装㈱については審決事件である。
２．㈱フジ及び㈱日本旅行については総付景品告示にも違反している。

排 除 命 令 年 月 日 及 び 事 件 名 応 募 条 件 提 供 さ れ る 最 高 額 の 景 品 類 及 び 景 品 総 訓
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１２．２２

㈱小学館販売
㈱バンダイ
㈱ ダイ オ ン （ 楽 器 卸 ）
韻蝿溺ﾃﾚﾋｻｰﾋｽ鋤358
㈱芳野化工材（舘陥鵬貼醗）
㈱ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾀｲﾑｽ（出版）
柵鍬 ﾋ ｻ ﾔ ｵ 鯉（醗呂醜齢）
＊関西服装㈱（ # 姻鵬鮫）

＊

＊

中央物産㈱（雌呂･鮒鞠）
山隅スコット㈱，
㈱ 丸 石 （ 家 具 販 売 ）
小西六写真工業㈱
㈱ 桃 園 書 房 （ 出 版 ）
㈱ 内 外 出 版 社 （ 出 版 ）
鯆酬㈱鋤４８（飲食・小売）．
上島コーヒー㈱
㈱ｲﾜｾｴﾝｸｰﾌﾗｲｾｽほか17名
那覇タワーほか３名
太賜社電気㈱（謂醜顎幾）
ｵﾘｴﾝﾀﾙ解㈲（ﾊｯﾃｨﾝｸｾﾝﾀｰ）
㈱妙香園（茶等製造販売）
㈱ フ ジ （ 衣 料 品 小 売 ）
Bﾈﾍﾌｼｺ㈱則駁ﾍﾌｼｺｰﾗ畷
㈲名古家（紳士服等小売）
サンスター文具㈱
㈱日本旅行

ヤマハ㈱
呉羽化学工業㈱
ｶ ｰ ﾎ ｰ ﾄ ﾄ ｳ ｭ ｨ ﾝ ﾜ ﾝ ㈱ ( G S )
㈱満足屋（紳士服等の小売）
ｺﾒﾈｯﾄｼｽﾃﾑｽ㈱（綴，砿鵬帳）
㈲大島商店（米穀小売）
ｻ ｲ ｻ ﾝ ﾐ ｻ ﾜ * - ﾑ ㈱（建設）

㈱ア 一 ク ( G S )

㈱丸の内カラー現像所

週刊誌に「おみくじ」を綴り込み，大吉と出た者のみ三行詩を応募
ﾄﾗﾝｼｰ'《一瞬入者（腿の麹帳馳2900円）の外箱に印刷したマークを応募
ギター94品目の溺入者及び所有者に応募用アンケートはがき
展示即売会において電子レンジを予約した者の中から抽選
携帯用冷蔵庫（服の漣帳鮒4400円）購入者に抽選券
香輔（定価５千円）の聡入申込み者を対象
不思譲膏又は金到丸の購入者に対し，鴎入額5000円以上に抽選券
紳士用品（750円～８万円）聡入者に対しスピードくじ
小売業者を対象にオドイーター１ダースに抽適券
ティッシュペーパーの包装箱に応募要項等を印刷
購入額２万円ごとに三角くじ１枚
小売業者を対象にフィルム80本セット鴎入ごとに抽選券を送付
月刊雑誌の購買者を対象
月刊雑誌の購買者を対象
買上げ千円ごとに抽選券１枚
小売業者を対象に缶コーヒー１ケースごとに抽選券
各店舗内に応募用紙を置き入店者が応募
飲食又は婦人用品雑貨等の購入千円ごとに抽選券１枚
音響機器又は楽器を購入した者に抽選券１枚
ノ《 一

ツ テ イ ングゲームを行った者を対象にホームランの多い順
中等茶500円ごとにスピードくじ
洋品，雑貨等を購入した者を対象
王冠の裏に「1000円」等と印刷
１万円以上購入した者を対象
ﾎ識椛淑岬鯛畑ｾｯﾄ肌ﾋﾋに鋤､締､当細柵に"A3椛服にM珊
ハワイ旅行参加者

ﾃﾆｽﾗｹｯﾄ又はﾊﾄﾐﾝﾄﾝﾗｹｯﾄを２万円以上踊入者に応募用紙
クレハ製品の包装の一部を切り取り，官製又は私製応募はがきで応募
ガソリン１５2以上給油した者
1万円以上購入した者に抽選券
米10蛇の閥入者に応募用紙
米10館の職入者に抽選券
住宅の建築請負契約をした者を対象
建築に係る下見を依頼した者を対象
ガソリン及び経由152以上給油した者に応募用紙
ガソリン及び経由152以上給油した者を対象に店頭抽選
カラーフイルム１本現像及び焼き付けを同時に注文した者を対象

カラーテレビ(11万９千円相当）
折りたたみ自転車（２万円相当）
ギプソンギター（19万４千円相当）
北海道旅行（約９万円）
乗用自動車（88万８千円相当）
ステレオ（13万６千円）
２泊３日の国内旅行２人１組(10万円までのもの）
蹴入額の９割に相当する額を減額
電子レンジ（９万円相当）
スイス・シヤモニー７泊８日旅行招待（34万３チN相当）
カラーテレビ（６万円相当）
現金24万円
マツダカペラGS４８年式(28万円相当）
自動車用テレビ（46,800円相当）
スチール製組立式物瞳(10万７千円相当）
ステレオ（99,000円相当）
ﾊﾜｲ68目肺1W(約18万円）
アメリカ西海岸８日間招待旅行(31万４千円相当）
ビデオカセット（22万円相当）
中古自動車（30万円相当）
ビデオカセット（23万９千円相当）
ステレオ（15万円相当）

ｐ

総額22,288万円（限度額5,581万円）
総額299万5200円

グアム島旅行３泊４日招待旅行(１０万円相当）
アメリカ・ハワイ旅行優待（費用のうち10万円を提供）
国内往復航空券（13万４千円相当）
50%割引国内往復航空券［東京一那覇](67,400N")
シンガポール旅行招待１組２名（28万円相当）
ﾗﾝﾄﾘｰﾜｺﾝ(9,800NM9) 総額オーバー
BS内蔵テレビ(６万円相当）
購入額の全額，総額オーバー

総額65万８州相当
ハワイ旅行６日間招待１組２名（26万４千円相当）
ハワイ旅行５日間招待１組２名（24万円相当）
家具セット（300ｶW鵬嚇し解，恕08A鴎ﾛ184MW)
家具セット(100朋岨と肌t＃，銅０９順削62IN)
グアムペア旅行５日間招待（10万６千円相当）
ブルゾン(12,000円相当),総額１５３万６千円
ピデオカメラ（69,800円相当）等，総額393万円相当
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(注）㈱フジ及び㈱日本旅行については、懸賞制限告示にも違反している。

排 除 命 令 年 月 日 及 び 事 件 名
ロ

本 体 商 ロ ロ 類景 品

昭５３.４.２1北見シグナス商事㈱

昭５３.４.２１㈱棚田商店

昭５５．３．１３＊㈱フジ

昭５５．３．２８㈲金沢うえの屋

昭55.10.29㈲うえの犀
原

屋

の

の

●え・え

。
つ
・
つ

沢

岡

金

高

㈲

㈲

９

９

２

２

０

０

１

１

５

５

５

５

昭

昭

昭56.10.28当摩建設㈱

昭５７．３.３０㈱フレンズ・オブ・フリージア

昭5８．３．２３（榊松並商店

昭58.3.31＊㈱日本旅行

昭５８.３.３１国際ロータリー旅行㈱

システムコンポーネントステレオ
カラーテレビ

電気冷蔵庫(２004以上）
オーディオ製品（15万円以上）

大島紬１反（15万円以上）

婚礼家具（27万円以上）

婚礼家具(50万円以上・７0万円以上・100万円以上）

婚礼家具（50万円以上・７０万円以上・100万円以上）

婚礼家具（50万円以上・７０万円以上・100万円以上）

土地付き住宅（980万円～2,800万円）
ゴルフセット等の通信半ビア(39,500円～98万円）

家具店の来店者（983円）（当選はがき）
ハワイ旅行（238,000円・258,000円）

ハワイ旅行（238,000円～263,000円）

カラーテレビ
消酒１級１．８２
ラジカセ
電気掃除機等５点（16.900円）

九州旅行（21,000円）

鏡台・ダブルベッド・電気洗澗機(83,000円～167,000円）

商品券（30万円・４０万円・５０万円）

商品券（30万円・４０万円・５０万円）

商品券（30万円・４０万円・５０万円）

サニー（79万円）、３年間電気・ガス・水道使用料）

折輪（24,000円）、フードプロセッサ(25,000円), 本(28,000円）

カラーテレビ（35,000円）、電卓(2.000円）、鍋（760円）等

カウアイ島招待など10大プレゼント(６８,０００円）

カウアイ島招待など10人特典（62,000円）
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(注）１
２
ｽﾜｲﾌ‘ｼｬﾊﾝ㈱については懸賞制限告示にも違反している。
栄光時計㈱については審決事件である。

、 、

排 除 命 令 年 月 日 及 び 事 件 名 景 品 提 供 の 条 件 景 品 類 （ 額 ）

昭44.6.16シイベル時計㈱（輸入販売）
昭４６．３．２６岩谷産業㈱（ｶｽ畷，訓報箇醗）
昭４６．３．２６日本楽器製造㈱
昭４６．７．２０北愛ﾈｰﾛｰｴ業㈱（鯛､醗駅報§齢）
昭４６．７．２０サンポット(榊（砿,ｶｽ雌騏報§齢）
昭４６．７．２０フジポリ化工㈱（鍼館鵬報箇醗）
昭4６．７．２０（榊内田製作所（砿,ﾘｽ醗駅報月醗）
昭46.11.25いせもく産業㈱（訊砿酷）
昭４７．２．２３㈱協和（級，）
昭４７．３．３二和家具工業㈱（級鵬酷）
昭47.11.22協同乳業㈱（澱&報§眼）
昭４８．３．２８ホクシー販売㈱（鯛朋蝋醗）
昭48.3.28＊ｽﾜｲﾌ･ジヤ'(ン㈱（§剛湖雅順覺）
昭48.11.7(榊スズキオート山形（朋輌‘腿）
昭48.11.7㈱細Bfﾓｰﾀｰｽ跡2８(鮒絢・腿）
昭４９．３．２９㈱集英社
昭４９．３．２９㈱学習研究社
昭４９．３．２９小学館販売(棚
昭４９．３．２９㈱旺文社
昭４９．５．２４㈱講談社
昭４９．５．２４紺臥文化学園（箙報,踊）
昭４９．８．２８野崎産業㈱（罐,蛆&洲胸）
昭4９．８．２８（榊ﾓｰﾄｸﾚｰﾝ畑（§順鵬醗）
昭50.10.21仁木島商事㈱（鯛&鯛）
m５１.１.２７８服ﾊﾝ則眼ﾃｰﾘ-(ﾊﾝ報箇醗）
W５１.１.２７栄光時計㈱（鮒'妬，舩恥）

販売成績上位75店
ガス漏れ警報器の目標個数に応じて
浴槽の職入予約数に応じて
浴槽の陶入台数に応じて
風呂釡及びボイラーの購入台数に応じて
浴槽を購入台数に応じて
取引高が２千万以上に連した者ごとに１名
購入金額1200万円ごとに１名等
蹴入金額2500万円以上の者
家具15セット蹴人ごとに１名
乳製品等の購入数に応じて
仕入目標額を連成した卸30名
売上高上位３名等
車の踊入台数に応じて
車の購入台数に応じて
書店の従業員を対象に売上票ポイント
百科辞典の販売数に応じて(肺朋に鑓）
百科辞典の販売数に応じて(肺朗に焔）
百科辞典の販売数に応じて(断朗に錨）
百科辞典の販売数に応じて(斯鮒k蛸）
雑誌の販売数に応じて
一定の缶詰の購入数ごとに１名

礼服先着購入ごとに１名等
各種食料品の購入数に応じて
目標鯛入額の達成に応じ上位千店
時計「ロンジン」240万円以上仕入れた者

スイスゼミナール招待（約39万円）
マカオ旅行２名以上招待（１名当たりの経費約72,000円）

ハワイ旅行（約14万５千円）
香港・マカオ旅行２名以上招待（１名当たりの経費約82.500円）等
台湾旅行２名以上招待（１名当たりの経費約63,500円）等
台湾旅行２名以上招待（１名当たりの経費約86,500円）等
香港旅行２名以上招待（１名当たりの経費約69,700円）等
アメリカ旅行（約31万円）等
オーストラリア旅行（約43万円）
ハワイ旅行（１名当たりの経費約１４万円)+小追い(３万円）
20型カラーテレビ（98.000円)+ステレオ(95,000円）等
ヨーロッパ視察旅行（約37万円）
香港・シンガポール旅行（約16万円）
タイ・香港旅行（約15万円)+小遣い(12万円）等
アメリカ旅行（約20万円）等
現金20万円等
30セットコースハワイ・アラスカ旅行（約17万円）等
アメリカ大陸コース（約88万円）等
ヨーロッパコース（約37万円）等
ヨーロッパコース（約40万円）等
マカオ旅行（約12万円）
台湾旅行（約13万円）
ハワイ旅行（約14万円）
グアム・ポナペ島（約23万円）
ハワイ旅行優待（経費の差額分89,210円）＋現金（約４〃円）等
ビデオカセット（約23万円）
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排 除 命 令 年 月 日 及 び 事 件 名 景 品 提 供 の 条 件 景 品 類 （ 額 ）

昭５２．３．２６四国ﾘﾝﾅｲ㈱（ｶｽ訳，）
昭５２．４．２７大原㈱及び㈱二火（蝿調）
昭５３.３.1７ｷｯｺｰﾏﾝ醤油㈱
昭５３．３.1７三楽ｵｰｼｬﾝ㈱（鯛調韻覺）
昭５３．３．３Oサンスター歯磨㈱
昭５３．４．１７渡辺㈱（ｽﾎｰﾂ鵬雛酷）
昭５３．４．１７㈱ローヤル奥田（ｽﾎｰﾂM銅）
昭53 . 4 . 1 7ヒロワン㈱（ｽ ﾎ ｰ ﾂ服鮠酷）
昭５７．３．１９シャチハタ商事㈱ほか２名

リンナイ製品を購入した者（ポイント制）
支払代金500万円を達成した者等
マンズヮイン製品を剛入量に応じて
メルシャンワイン製品を剛入段に応じて
ヘァースプレーの駒入風に応じて
購入額に応じて（700万円以上）
購入額に応じて（1900万円以上）
購入額に応じて（500万円以上）
購入額に応じて

バンコク旅行（約16万円）
アメリカ旅行優待（経費の差額分28万円）等
ホームピデオ（約22万円）
ハワイ旅行（約23万円）
ハワイ旅行（約16万円）
ハワイ旅行（約21万円）
アメリカ・ハワイ旅行（約33万円）
ヨーロッパ旅行費用の半額（20万円）
輪島塗衝立（約138万円） 乗用車，ピアノ等



(3)独占禁止法違反事件（不当な利益による顧客誘引）

１画→Ｉ

審 決 定 年 月 日 及 び 事 件 名 事 件 の 概 要

昭30.12 .8㈱大阪読売新聞社
昭３５．２．９熊本魚㈱

昭３８.２.１３東京書籍㈱
昭３８.４.１３教育出版㈱
昭３８．４．１３大阪書籍㈱
昭３８．５．１７学校図書㈱
昭３８．６．２３大日本図書㈱
昭３８．６．２３㈱教育芸術社
昭４３．２．６㈱綱島商店
昭４３．２．６日本冷暖房㈱
昭43 . 2 . 12日光エアコン㈱
昭50 . 6 . 1 3ホリディ・マジック㈱
平３．１２．２野村證券㈱

平３．１２．２大和證券㈱
平３.１２.２日興證券㈱
平３．１２．２山一證券㈱

購読申込者を対象に抽せん券を交付し、１等現金100万円・２等テレビ等の景品供与の福引き計画を発表
競争業者の取引先である買受人を自己と取引するよう誘引するため、買受人に対しては落札価格より安く販売させて、その差額
・口銭を提供（取引妨害の一環）
教科書の選択に関与する者にギフトチェック等を供与し、自己の教科書の使用を誘引（教科書業特殊指定）
同上
同上
同上
同上
同 上 ．
ルームクーラーの購入者に対し、景品としてカラーテレビ・宮崎旅行を提供
ルームクーラーの購入者に対し、景品としてカラーテレビ・宮崎旅行を提供
ルームクーラーの駒入者に対し、景品としてカラーテレビ・ビール375本・ホームパーセットを提供
消費者に対し、報償金等の利益をもって、ディストリピューターとなるよう誘引 。

顧客との取引関係を維持又は拡大するため、取引上重要な一部の顧客に対して損失補填を行った。投資家が自己の判断と責任で
投資するという証券投資のいう自己責任原則に反し、証券取引の公共性を阻害。
同上
同上
同上



４主要国の景品規制

第１・諸外国の景品規制に対する基本的考え方

景品提供の規制については，各国でそれぞれの社会的・文化的背景や伝統を反映した
特色があり，国際的に統一された基準が設けられているわけではない。景品規制に関す
る諸外国の基本的な態度は，景品提供をどのように評価するかによって，肯定的なもの，
否定的なもの，その中間に位置するものと様々である。

(1 )肯定的な国々
景品提供を肯定的に評価する国としては，米国，イギリスなどが挙げられる。評価

の理由は，おおむね次のようなものである。
ア景品提供は，事業者の新規参入を容易にし，消費者の商品選択の幅を拡大する，
さらに，競争事業者の増加により価格の引下げが行われる。

イ消費者は，景品として提供される商品又は役務を購入する必要がないので，その
分支出を節約できる。
ウ景品として提供される商品又は役務について，新しい流通経路が創出される。

Ｌ

(2 )否定的な国々
これに対し，景品提供に否定的な国には，ドイツ，フランス，ベルギー，オランダ

などの欧州大陸諸国，ノルウェー，スウェーデン，デンマークなどの北欧諸国がある。
否定的な理由は，次のとおりである。
ア商品又は役務は，その品質，有用性及び価格に関するそれ自体の価値に基づいて
取引されるべきである。
イ景品提供は，市場における消費者の商品選択を混乱させる。
ウ消費者が本当に必要としないものを余分に受け取るとすれば，景品は経済的に無
駄なものとなり，資源の浪費になる。

エ景品の提供を受けた消費者が，その景品により何らかの被害を受けた場合，その
法的な責任者がはっきりしない。

オ景品として提供される商品の正規の小売業者に損害を与える，さらに，長期的に
は，当該商品を販売し，サービスを提供する能力を持つこのような小売業者を減少
させることにより，消費者に対しても損害を与える。

ｂ

(3 )中間的な国々
スペインなどはこれらの中間的な立場にある。すなわち，景品付販売については，

一般的に販売促進手段の一つとして容認するが，同時に，それが行き過ぎた場合には
規制するというものである。我が国における規制もこの立場に含まれる。
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第２・主要国の規制内容

主要国における具体的な規制内容として，米国，ドイツ，フランスの規制を概観する。

１ 米 国
（１）景品提供に対する基本的考え方

「景品提供が真性であり，欺臓的でないならば，競争政策の観点からこの利用に対
し既存の競争状態を覆す手段として好意的に見る。適法なすべての手段を通じて競争
の活発化を図る政策は，企業の能率を高め，利益幅の縮小を通じて全体的な価格引下
げを惹起することにより，消費者に利益をもたらす」（1977年OECD消費者政策委員会
「PremiumOffersandSimilarUarketingPractices」より）として，肯定的である。

(2 )規制の体系
法体系の特徴として，連邦レベルの規制に加え，州レベルにおいても規制されてい
る点が挙げられる。
連邦レベルでは，景品付販売等の不当な利益による顧客誘引は，連邦取引委員会法
(FTC法）第５条により，不公正な競争方法，不公正な行為若しくは慣行又は欺瞭
的行為若しくは慣行の１つとして規制される。また，抽せん券の郵送を禁止する郵便
関係法規も存在する。
州レベルでは，景品付販売に関する連邦レベルでの規制を適用しつつ，さらに詳細
な個別法規を設けている。

／

(3 )懸賞( l o t t e r y )
ア米国では連邦法及び50州全ての州法において，懸賞(lottery)は禁止されている。

ここで懸賞とは，次の３要件を備えるものをいう。
①代償(consideration) ,②偶然性(chance),③賞品・賞金(prize)
すなわち，「代償」を支払った人々の間で「偶然性」によって「賞品」を配分す

る行為は禁止されるのである（州が行う場合を除く。）。
イ代償とは，懸賞に参加する者が負担する対価であり，商品等の購買その他懸賞に
参加するための支出・支払が含まれる。
ただし，代償の要素が認められる場合であっても，無料の参加手段（州によって

異なるが，郵便申込等）が用意されていれば，当該要素は排除されたとみなされる。

〆

( 4 )オープン懸賞
ア懸賞の構成３要素のうち，代償の要素がないものは「ゲームオプチャンス」又は
「スウィープステークス」と呼ばれる。

イスウィープステークスについては，賞品又は賞金の上限額に対する規制はなく，
情報開示等の表示面での規制が中心となっている。
ウ各州は，スウィープステークスに関し様々な規制を設けており，例えば，企画の
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事前の登録（カリフォルニア州等），賞品総額と同額の担保の設定（フロリダ州，
ニューヨーク州），当選確率，賞品の小売価額などの公表（コロラド州他多数）等
を義務付けている。
州毎に規制が異なるため，全国規模で企画を実施する場合には，全州の規制を満

たすか，「本件企画は，同様の企画が禁止されている地域では無効」といった趣旨
の「無効条項」を付記する等の措置を講ずる必要がある。

( 5 ) 総付
ア総付景品を提供すること自体は禁止されていない。

しかし，「無料」と表示しているが，実際には何らかの負担又は義務を課す場合
には,FTC法に違反する。例えば，「無料」としているが，実際には取引本体の
商品の価格を引き上げたり，品質を低下させたり，数量又は重量を減らしたりする
場合には，消費者に負担を課すこととなるので，違反となる。
また，提供する場合の条件を広告時に全部開示しない場合にも同様である。

イこの他州レベルでは，アルコール飲料，製パン，菓子，乳製品，石油，タバコな
ど特定の業界の景品提供が制限されている場合がある。

、

＜根拠法令＞
連邦:FTC法（抽せん券の郵送を禁止する，郵便関係の法律もあり）
州：各州毎のセールスプロモーションに関する法律多数

２ ド イ ツ

(1)景品提供に対する基本的考え方
景品は，商品又は役務の価格と品質に基づく顧客の冷静で客観的な購入判断を歪め
るものであるとし，これを規制の基本的な根拠としている。､

( 2 )規制の体系
景品付販売は，「利益広告」の一部として規制されている。
利益広告を規制しているのは不正競争防止法の一般条項（第１条）であり，同法の

特別法として景品規制令がある。景品規制令では，景品付販売を形式要件で定義し，
これを原則禁止としている。他方，不正競争防止法第１条は景品規制令の要件から外
れるものについて規制するという形をとっている。

( 3 ) 懸 賞
購入を条件とする懸賞は，景品規制令により原則禁止とされている。例外として，

応募者が真の給付を行う必要がある場合（絵の制作等）に，その応募者に対して提供
される場合は除かれる。ただし，給付がたとえかなりの努力を要するものであっても，
経済的価値を有しない場合（クイズの解答等）は，例外とされず禁止される。
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( 4 )オープン懸賞
ア購入を条件としない景品提供には不正競争防止法が適用される。不正競争防止法
に抵触するか否かは，次の２つの法理に基づき判断される。
①「心理的購入強制」の法理

贈与の価値，提供方法等からみて，顧客が，無償の贈与を受けとることによっ
て，何も購入しないのは礼儀に反する，心苦しいといった感情を持ち，一種の心一
理的な強制状況にはまり込むことを問題とする。

②「過度の誘引」の法理
顧客の購入の意思決定が，無償の贈与の享受を念頭においてなされるほどにそ

の贈与の価値が大きい塙合又はそのような意思決定を引き起こすような提供方法
が用いられる場合に，それを問題とする。

イ上記について，それぞれ問題となった事例を挙げれば次のとおりである。このよ
うな懸賞は不正競争防止法第１条により禁止される。
①レジ・カウンターで懸賞の応募用紙を配布したり景品を提供したケース
②食料品のスーパーマーケットの全国チェーンが高額賞金の懸賞を企画，応募用
紙を店舗近くの路上で配布し，賞金の引渡しを店舗外の宣伝カーで行ったケース

ノ

( 5 ) 総 付
ア購入を条件とする総付景品の提供は，景品規制令により原則禁止となっているが，
次の場合は例外とされている。
①小額の宣伝用の商品等
②価格による割引（キャッシュバック等）又は現品添付による数量割引
③取引上通例となっている付属品，附属サーピス
イ購入を条件としない場合は，上記(4)のオープン懸賞の場合と同様，「心理的購
入強制」と「過度の誘引」の法理により，不正競争防止法に抵触するか判断される。

ノ

＜根拠法令＞
不正競争防止法
景品規制令

３ フ ラ ン ス

(1)景品提供に対する基本的考え方
景品付販売については，その内在的な欺隔性の故に本質的に否定的である。また，

景品が付けられることで商品又は役務の販売に当たって値引きが行われなくなり，イ
ンフレを助長するとの考えもとられている。（前述OECD報告書より）

(2 )規制の体系
懸賞，総付ともに原則禁止である。法体系の特徴としては，懸賞を規制する法令と
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総付を規制する法令が異なっている点が挙げられる。

( 3 ) 懸 賞
懸賞は，次の４要件を満たす場合には違法とされている。

①公衆に応募させること
②賞品を提供すること
③偶然によって決めること
④応募するのに直接，間接の経済的負担を要すること

(4 )オープン懸賞
経済的負担を要しないオープン懸賞は，違法な懸賞の構成要件のうち上記④を欠く
ことから，禁止の対象とはならない。

Ｉ

( 5 ) 総 付
ア購入を条件として提供される総付景品は原則禁止である。

次の場合は規制対象外とされる。
①購入を条件としない物品の提供（例：入店者全員に対するプレゼント）
②購入者以外の者に対する物品の提供（例：顧客紹介者に対するプレゼント）
③商品又は役務以外のものの提供（例：他の商品の値引き，コンクールへの参加）
イ次の場合は景品であるが例外として許容されている。
①同一の商品又は役務の提供
②低額の景品又は見本
・商品又は役務の税込価格が500フラン以下の場合，価格の７％まで
・商品又は役務の税込価格が500フラン超の場合，３０フラン＋価格の１％まで
（ただし350フランを超えてはならない）

ウ次の場合は景品とはみなされない。
①商品の通常の使用に不可欠な物品又は役務の提供（例：電動玩具に対する乾電
池，家具の配送）

②アフターサービス
③顧客に対する駐車場の提供
④一般的に販売の対象とならず，かつ，商品価値を持たない無料サービス（例：
タイヤの空気圧調整，窓拭き）

１

＜根拠法令＞
懸賞を禁止する1836年５月２１日の法律
価格及び競争の自由に関する1986年12月１日の命令（オルドナンス）第29条
同令の施行細則を定める1986年12月２９日の統令（デクレ）第23～25条
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Ｉ堕函Ｉ

(注１）
(注２）
(注３）

このほか業種別に景品制限告示が設けられている。
表示については厳しく規制されている。
酒類等については州法等で規制されている場合がある。

、 ー

日 本 米 国 ド イ ッ フ ー

フ ン ス

懸

賞

クローズド

オ ープ ン

一定額（最高５万円）以内で
あれば可
懸賞額に制限あり
撮高１００万円）

禁止

制限なし
(注２）

禁止

制限なし

禁止

制限なし

総 付 一定額（原則１０％，最高５

万円）以内であれば可
制限なし
(注２）（注３）

原則禁止（4噸の宣伝用商品
等は可）

原則禁止（４噸（１％＋30フ
ラン，最高350フラン）の景
品類・見本は可）

根 拠 法 独占禁止法
景品表示法
(注１）

FTC法
州法

懸賞を禁止する法律
価格競争令(ｵﾙﾄﾅﾝｽ）
同令施行細則(ﾃｸﾚ）

規制機関 公正取引委員会 連邦取引員会 裁判所 経済省（裁判所）


